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１. 社会保険労務士とは   

【企業の健全な発展・労働者の方々の福祉の向上】 
「社会保険労務士」は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家とし
て、企業経営の３要素（ヒト・モノ・カネ）のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会
保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。 

アウトソーシング 
労働・社会保険諸手続き 

給与計算 

アドバイサリー業務 
人事労務相談 

コンサルティング業務 
（人事・労務制度設計） 

経営労務診断 
経営労務監査 
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2-１. 経営労務診断サービスとは   

経営労務診断サービスは、 「安心安全な取引が可能な企業」「快適な職場環境」で
あることを表明することで、企業経営の健全性を広くアピールし、多様な働き方の推
進による企業の持続的な成長を支援することを目的としたサービスです。 

公開 

社会保険労務士 企業・労働者 Webサイト 

診断 

企業 
労働者 

消費者 
取引先 
求職者 

経営労務管理が適切か
チェック・改善に活用 

信頼できる相手かの
チェックに活用 

快適な職場の実現 企業経営上の信頼性向上 

多様な働き方の推進、 
人材確保やビジネス取引拡大をサポート 

経営労務診断サービスの最大の特徴は、 
①第三者による客観的な診断、 
②Webサイトへの掲載を通じた診断結果の公表 
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2-2. 経営労務診断サービスの背景とコンセプト 

女性の活躍推進等に向けた新たな法的枠組みが検討されており、 

企業の人事・労務観点での情報の公表義務化や各種支援策の拡充の動
き 

ブラック企業問題等をきっかけとした企業の人事労務・観点での企業経
営の健全性に関する関心の高まり 

人事・労務観点での状況を把握することが重要である。この状況をわかり
やすく見える化するのが経営労務診断サービスである。 
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2-３. 経営労務診断の内容 

分類 診断項目 必須 内容（数値）
全従業員数 一部必須 合計人数（必須）、男女人数・割合
正規雇用者数 一部必須 人数・割合（必須）、男女人数・割合
正規従業員の
平均年齢

任意 正規従業員全体、男女別

正規従業員の
平均年収

任意 正規従業員全体、男女別

正規従業員の
年間平均労働時間

任意 正規従業員全体、男女別

正規従業員の
平均勤続年数

任意 正規従業員全体、男女別

女性役員・管理職数 任意 人数・割合
非正規雇用者数 任意 人数・割合、男女人数・割合
正規従業員採用数
（直近3か年）

任意 人数・割合

正規従業員離職者数
（直近3か年）

任意 人数・割合

2.就業情報

3.労務管理情報

1.従業員情報

企業の経営労務管理の実態を示す「基本規定」と「基本的数値情報」を診断する。 

Ⅰ.経営労務管理に関わる基本規定 Ⅱ. 経営労務管理に関わる基本的数値情報 
分類 選択 診断項目 

１．法定帳簿  
必須 労働者名簿  

必須 賃金台帳  

２．人事労務関連規程 

必須 就業規則  

必須 労働（勤務）条件関連の規程 

必須 賃金（給与）関連の規程  

必須 育児・介護休業関連の規程 

３．人事労務管理データ 

必須 
労働時間管理 （出退勤、労働時
間、残業、休日、休暇） 

必須 健康診断記録  

必須 ハラスメント相談・対応記録  

４．社会保険・労働保険  
必須 社会保険（健保・年金）の加入  

必須 労働保険（労災・雇用）の加入  

５．組織関連規程 

任意 組織図もしくは組織規程 

任意 職務（業務）分掌規程  

任意 職務（業務）権限規程  

【診断の観点】 
・経営労務管理上、基本規定にかかる法令を遵守しており、一定の基準をクリアしていること 
・経営労務管理への取組状況を客観的に示す数値情報 
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2-4. 経営労務診断の公開する場所 

 経営労務情報を企業が確かに実在することを示す基本情報と共に、公開することが
企業経営における労働CSRにおいて、その重要である。 

 

 しかしながら、どこで経営労務診断情報を公開するかが課題としてある。 

 公開サイトに求めるポイント： 

 信頼できる情報を扱っているサイトであること 

 信頼できる組織が運営していること 

 インターネットセキュリティに秀でていること 

 主に中小企業や個人事業主を対象とした、士業が確認者として、情報を確認を行う仕
組みでJIPDECが運営しているサイバー法人台帳ROBINSで公開することにした。 

社会保険労務士の確認者 約300名 
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2-5. 経営労務診断情報の見え方 

事業者のPRコメント・画像 

数値一覧 

診断した社労士情報 
 と電子署名 
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【参考】 経営労務診断シールのイメージ 

経営労務診断済みの 
会社情報シールを 

検討中 

経営労務診断サービス 
実施事業者へのアピール 

クリック後の表示の例 

経営労務診断済みの会社情報をアピールするためのシールを検討中。 
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2-6. 今後の取組と法人番号への期待 

【今後の取組】 

①経営労務診断を行うことで人事・労務管理における課題や改善点を客観的に把握
可能にし、経営労務診断結果をWebを通じて広く公表することで企業に対する信頼
性の醸成に努める 

②経営労務診断を受診した企業の裾野が広がることで適正かつ健全な経営労務管
理の重要性、企業のサステナビリティ(Sustainability) 持続可能性の追求、労働
CSRの意識付けが浸透するように努める。 

③社会保険労務士の参加と支援により、企業の労働環境改善への持続的な取り組み
を行う。 

④厚生労働省が実施している両立支援等の既存の他施策と連携し、簡易な経営労
務診断をきっかけに他施策に参加する企業の裾野を広げ、労働環境改善に関する
施策との連携を検討する。 

【法人番号への期待】 

①法人番号(①名称②住所③法人番号)と、 ROBINS(ロビンズ)で掲載される「経営労

務診断情報」や「企業の特色情報」が紐付されて、検索できるような仕組みができて、
自由に、信頼できる情報として利用していただけるサイトとなることを期待 


